
東海村障がい者総合支援協議会会議録 

１ 開 催 日 時 
令和４年６月３０日（木） 

午後２時００分から午後３時３０分まで 

２ 場 所 なごみ東海村総合支援センター活動室  

３ 出 席 者 

有賀会長，池永委員，大串委員，大貫委員，坂下委員，澤畠委

員，鈴木委員，松永委員，益子委員，浅野委員，永山委員（順

不同） 

４ 欠 席 者 
有阪副会長，石塚委員，小野委員，宇都宮委員，星委員，近藤

委員，中村委員（順不同） 

５ 議 題 

１ 開会 

２ 課長あいさつ 

３ 会長あいさつ 

４ 議事 

（１） 組織改編について 

（２） 協議会経過報告 

（３） 専門部会について 

５ その他 

 虐待防止及び身体拘束等の適正化に係る取組みについて  

 決定事項等 

■議事 

（１）村広報誌掲載ページに沿って事務局説明  

委員：なごみを利用し慣れてきたところでなぜという思いはあ  

る。 

事務局：重層的支援体制の整備に合わせて社会福祉協議会と  

一体的なワンストップの相談窓口で複合課題に対応できる体  

制にしたいという狙いがあると思っている。  

委員：絆に移動したあともこれまで以上に情報連携しなごみを  

利用していた人にも利便性を感じてもらう必要がある。 

委員：高齢者にとってはワンストップになれば使いやすくなる  

のでは。 

委員：社会福祉協議会としてはこれまでなごみに行っていた  

手続きや相談等が一つの建物でできることはありがたい。  

委員：以前重層的支援体制整備の研修会で複合課題に対して  

ワンストップで相談支援できるイメージを持っていたので実  

現されれば素晴らしいと感じていたが，そのような体制だと  



知らなければ「なぜ組織を改編するのか」と思うかもしれない。 

（２）資料に沿って事務局説明 

委員：これまで委員として協議してきて達成感がない。  

いつも決定事項の報告でこのように決まりましたとの連絡。  

今年度の重点的に取り組むことはなんなのか。  

⇒毎年度実施計画や事務事業の中で重点項目は決まっている。 

今年度の取組は手元に資料がないので調べる。 

委員：新規事業，拡充事業について周知はしているのか。  

⇒これから広報等に掲載。 

（３）資料に沿って事務局説明 

部会長を中心に開催日程，取組内容の協議を行う。  

５ その他 

虐待防止及び身体拘束等の適正化に係る取組みについて 

資料に沿って事務局説明 

研修会を７月１９日（火）１３時３０分から開催  

 


